
 緒 言

　近年，悪性新生物（がん）の罹患者は著しく増

加しており，がんによる死亡も本邦における全死

亡原因の30％を占めるまでにいたっている 1）。こ

のがんに対する治療としては，手術療法，放射線

療法とともに抗がん剤を用いた化学療法（「抗がん

化療」）が用いられている。抗がん剤は，一般に，

がん細胞の分裂や増殖を阻害しようとするもので

あり，代謝拮抗剤，アルキル化剤，抗腫瘍抗生物

質，トポイソメラーゼ阻害薬，微小管重合阻害薬

（ビンカアルカロイド），微小管脱重合阻害薬，ホ

ルモン製剤などを含む。最近はさらに，がん細胞

に特異的に発現される分子を標的とした薬剤も開
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An investigation on handling practice of antineoplastic 
agents among nurses working in Yamagata Prefecture
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　To establish preventive measures against health hazard by occupational exposure with anti-
cancer drugs, actual situation on the management of the drugs by nurses was comprehensively 
investigated in Yamagata Prefecture. The investigation was performed for nurses of 14 major 
hospitals in Yamagata Prefecture by using our original questionnaire including general 
attribute, workplace circumstances, educational career, actual exposure experience, the 
practice of barrier protection, and the image analysis for anti-cancer drugs. Available answers 
from 321 nurses were obtained (response rate 57.8%) and analyzed as follow: 41.4% of the 
respondents had the exposure experience, especially in the preparation or exchange of their 
intravenous administration. Fifty-seven percent of the respondents were engaged in mixing of 
anti-cancer drugs. Twenty percent answered a handling manual was not fully equipped. Even 
if the manual was ready, the 20% were not checking the contents of them. Concerning the 
barrier protection, inconsistent wearing of double glove, goggles and cap were demonstrated. 
Imperfect treatment of excrement and linen were shown as well. The image analysis suggested 
the difference in image against the anti-cancer drugs between the respondents having 
exposure experience or not. The present investigation suggested nurses might have the 
potential risk of the occupational exposure with anti-cancer drugs in Yamagata Prefecture 
because of their incomplete management and further investigation should be required to 
improve them.
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発され，がん細胞の分化誘導や増殖抑制などに

よって治療効果を得ようとするものもある。従来，

「抗がん化療」には，がん細胞に対する作用が必ず

しも十分ではないものや，がん以外の細胞へも作

用し，患者のQOL （quality of life）に重篤な影響
を及ぼすものが少なからずあり，手術療法や放射

線療法の補助療法の一つとして，あるいはそれら

の適応外の症例への一時的な治療として用いられ，

その適用も限定的であった。しかし，近年はその

薬物動態の解明と投与法の改善や特異性の高い新

薬の開発などによって，有意な延命効果やQOLの
保持性などが評価され，とくに，平成14年の診療
報酬規定の改定により，外来や在宅での投与も可

能になってきたことから，広く用いられるように

なってきている。即ち，「抗がん化療」はがん患者

にとって生活の質を保持した状態での有力な治療

手段として今後ますますの応用発展が期待されて

いる。

　前述の如く，多くの抗がん剤は，がん細胞のみ

ならず正常細胞にも作用し，変異原性，催奇形性，

発癌性などの有害作用を引き起こすことが知られ

ており 2），抗がん剤を投与された患者ばかりでな

く，それを取り扱う医療従事者に対しても様々な

影響をもたらすこと，即ち，医療従事者の抗がん

剤による「職業性曝露」が問題となってきている。

このような抗がん剤による「職業性曝露」につい

ては，すでに1970年代に北欧において注目されて
おり，欧米を中心に様々な調査・研究がなされ，

多くの国で抗がん剤の「職業性曝露」を防止する

ようなガイドライン等の策定がなされてきている。

実際，オーストラリア（1981）3），カナダ（1981）4），
イギリス（1983）5），アメリカ（1990）6）の病院薬剤
師会が抗がん剤取り扱いについてのガイドライン

を公表しており，さらにノルウェー，スウェーデ

ン，イギリスの他，米国労働安全衛生局（OSHA）7）

なども安全基準を策定・公表している。しかし，

抗がん剤を患者に投与した場合とは異なり，「職業

性曝露」は継続的かつ低濃度の抗がん剤との接触

が主体であり，その影響やリスクに関してはいま

だに不明な点や未解決な点が多く，調査結果の評

価に関しても議論がある。しかし，いずれにして

も，近年の「抗がん化療」の普及に伴い，医療従

事者が抗がん剤等を取り扱う機会は益々増えてお

り，それに伴って，その曝露の危険性も著しく増

大していることは衆目の一致するところである。

　一方，本邦における医療従事者の抗がん剤「職

業性曝露」や健康への影響についての調査・研究

あるいはその対策への取り組みは大きく遅れ，

1990年代になってはじめて海外の取り組みの紹
介がなされはじめ，2000年代になって，ようやく
まとまった調査がされはじめた 8）。病院薬剤師に

ついては，1991年の「抗悪性腫瘍剤の院内取扱い
方針」9）や1995年の「細胞毒性医薬品の取り扱い
マニュアル」10）で，抗がん剤の取り扱いや「職業

性曝露」への対応が述べられているが，看護分野

では2004年に日本看護協会で示された「看護職の
社会経済福祉に関する指針－看護の職場における

労働安全衛生ガイドライン－」11）や2005年の日本
がん看護学会学術集会で公表された「抗がん剤の

安全な取り扱いに関するガイドライン案」12-16）で，

防護用具の検討やこぼれたときの対処法，調剤方

法，搬送時の破損防止法などが記載され，抗がん

剤による曝露の予防に関する記述があるものの，

抗がん剤曝露の危険性の周知やその曝露を確実に

予防するためのガイドラインの策定は欧米の徹底

した対策からすると十分とは言えない。さらに，

山形県においては，全国の調査の一部として看護

師による抗がん剤の取り扱いの実態が検討された

ことがあるものの，山形県内の看護師を主体とす

る本格的な調査・報告はほとんどみられていない

のが実情である。

　このような状況を踏まえて，本研究では，山形

県で抗がん剤を用いた治療を実施している主要病

院に勤務する看護師を対象として，抗がん剤の取

り扱いの実態について，とくに曝露経験の有無や

その防護の状況について，質問紙を用いた調査を

行った。この成果は，ガイドラインやマニュアル

の策定，それらの遵守・徹底や教育の改善などに

おける基礎資料として，抗がん剤の「職業性曝露」

による医療従事者の健康被害の予防・低減の一助

となることが期待される。

 対象と方法

１ ． 調査対象と調査方法

　本研究の調査対象は，山形県内で抗がん剤を用

いた治療を行っている病院14施設において，抗が
ん剤を取り扱っている科（病棟・外来）に勤務す
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る看護師で，自作の自記式質問紙を用いて調査を

行った。

　尚，施設の選択においては，事前にホーム・ペー

ジの閲覧や電話による問い合わせなどで抗がん剤

によるがん治療が実施されているかを確認し，本

研究の実施に関して内諾が得られた病院において

調査用紙の配布を依頼した。その際に出来得るか

ぎり抗がん剤を取り扱っている科に勤務しており，

対象の経験年数や抗がん剤の取扱い経験などの著

しい偏りを防ぎ，現在，実働として抗がん剤を取

り扱っている看護師からの回答が得られるような

質問紙の配布を依頼した。

　

２ ． 調査内容

　調査においては，抗がん剤を取り扱っている看

護師の実態を知るために，抗がん剤による汚染や

曝露の経験，抗がん剤の使用や調合の頻度，抗が

ん剤を取り扱う際にどのような規定があり，どの

ようなバリアプロテクションを実施しているか，

抗がん剤による曝露に対する教育を養成機関や卒

後教育などで受けているか，抗がん剤に対してど

のようなイメージを持っているかなどを概念枠組

みとして構成し，調査内容を抽出した（図1）。具

体的調査内容は以下の通りである。

 1 ） 属性に関する質問：年齢，卒業した看護教育
養成機関，看護師としての経験年数

 2 ） 勤務・職場状況に関する質問：病院の病床規
模，勤務部署（病棟or外来，診療科），現部署
の勤務年数，抗がん剤取り扱い頻度，看護師に

よる調合の有無，取り扱いの頻度の多い薬品名，

抗がん剤取り扱いマニュアルの有無，調合場所

の清掃（頻度，方法，係），廃棄方法（分別，密

封の有無，表示，搬出係），排泄物の取り扱い

（廃棄方法・経路），リネン類の取り扱い（表示）

 3 ） 教育に関する質問：抗がん剤による曝露の危
険性や対応策などについての教育の有無（養成

教育，現在勤務している部署，病院全体），使用

している抗がん剤の副作用の理解の程度

 4 ） 抗がん剤による曝露に関する質問：抗がん剤
取り扱いマニュアルの内容確認，バリアプロテ

クションの実施状況（与薬時，排泄物取り扱い

時，リネン類取り扱い時），抗がん剤による曝露

経験の有無とその具体的内容 
 5 ）抗がん剤に対するイメージに関する質問：抗
がん剤に対するイメージ（「怖い」「有害」「毒

薬」「細胞毒性」「催奇形性」「発がん性」「変異

原性」「被曝（曝露）」の8項目から選択）

３ ． データの収集

　平成21年9月から11月において，調査用紙の
配布と回収を実施した。尚，前述の如く，調査の

依頼は施設を通して行い，回答は郵送により回収

した。

４ ． 分析方法

 1 ） 属性，勤務・職場状況，教育，抗がん剤に対
するイメージ，バリアプロテクションと曝露 の
各調査項目について記述統計を行った。さらに

これらの項目間の関連についてクロス集計表を

作成し，χ 2検定を行った。

 2 ） 抗がん剤取り扱い時のバリアプロテクション
の実施状況について，与薬時，排泄物取り扱い

時，リネン類取り扱い時に分けて解析した。

 3 ） 抗がん剤取り扱いマニュアルの内容確認を従
属変数として，各調査項目との関連を解析した。

（χ 2検定）

 4 ） 抗がん剤に対する看護師のイメージ（｢怖い｣
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勤
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バリアプロテクション
・マニュアル内容
確認

・実施状況
与薬
排泄物
リネン類
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・有無
・具体的内容

バリアプロテクション
と曝露

抗がん剤に対するイ
メージ
８項目

抗がん剤に対するイ
メージ

教
育

図1　概念枠組と調査内容



「有害」「毒薬」「細胞毒性」「催奇形性」「発がん

性」「被曝（曝露）」の8項目）の連想度を調査
し，各イメージ間の相関および曝露経験との関

連について，それぞれSpearmanの順位相関係数，
Mann-Whitney U-検定を用いて解析した。

５ ． 倫理的配慮

 1 ） 質問紙の配布にあたっては，調査対象となる
看護師が所属する病院の看護部長もしくは総看

護師長に依頼し，その承諾のうえで各回答者に

配布されるよう配慮した。また，各施設に対し

ては，研究成果の公表についての明示とともに，

研究成果の報告や還元に最大限応じることを記

載した文書を添付した。

 2 ） 質問紙は個人が特定されないように無記名と
し，回答者やその所属施設が特定されるような

質問も除外した。回答者に対しては，本研究の

背景，研究目的，倫理的配慮などを記載した文

書を同封し，調査への参加は任意とし，協力し

ない場合でも不利益を被ることはないことを明

記した。また，質問紙の返信を持って同意を得

たと見なすことと明記した。

 3 ） 本研究は山形県立保健医療大学倫理委員会の
承認の基に実施された。（承認番号0908-06．承
認年月日　平成21年8月19日） 

 結 果

１ ． 回答者の属性

　本研究では，山形県内の主要病院14施設の看護
師555名に調査用紙（質問紙）を配布し，340名
から回答を得た（回収率61.3％）。この中，抗がん
剤取り扱い頻度あるいは抗がん剤調合の有無に関

する質問に未記入の19名分を除いた321名を有効
回答（有効回答率94.4％）とした。
　これら回答者の一般的な属性は以下の如くで

あった。

 1 ） 年齢に関しては，20歳代（20～29歳），30
歳代（30～39歳），40歳代（40～49歳），50
歳以上の年代に区分したが，30歳代が133名
（41.4％）で一番多く，次いで40歳代89名
（27.7％），20歳代69名（21.5％）であった（表1）。
 2 ） 卒業した看護師養成機関に関しては，専門学
校を卒業した回答者が254名（79.1％）と大半

を占めた。一方，大学院卒業者は4人，4年制
大学卒業者は19人でそれらを合わせても23名
（7.2％）にとどまった。また，短期大学卒業者
は23名（7.2％）であった。尚，「その他」とし
ては，専攻科卒や准看護師養成機関卒という回

答があった（表1）。
 3 ） 看護師経験年数に関しては，5年未満，5～
16年，17年以上に区分したところ，5～16年
の回答者が166名（51.7％）で最も多く，次い
で17年以上が130名（40.5％）であり，5年未
満の回答者は24名（7.5％）であった（表1）。

２ ． 勤務・職場状況および抗がん剤取り扱いの一

般的状況について

 1 ） 勤務している病院の病床規模と現在勤務して
いる部署（病棟or外来，主たる診療科），現在
の部署での勤務経験年数，抗がん剤の取り扱い

頻度，看護師による抗がん剤調合についての調

査では，

　敢　 病床規模250床未満，250～450床未満，450
床以上に区分して質問したところ，450床以
上の大規模病院に勤務する回答者が162名
（50.5％），次いで250～450床の病院に勤務
する回答者が111名（34.6％），250床未満の
病院に勤務する回答者は42名（13.1％）であっ
た（表2）。

　柑　 現在の勤務部署に関しては，病棟に勤務し
ている回答者が281名（87.5％），外来に勤務
している回答者が38名（11.8％）であった。
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表1　回答者の属性

n＝321
（％）回答数分　　類項　　目

（21.5）6920歳代

年 齢

（41.4）13330歳代
（27.7）8940歳代
（8.4）2750歳以上
（0.9）3未記入

（7.2）23大学・大学院

卒業教育機関

（7.2）23短期大学

（79.1）254専門学校

（5.0）16その他

（1.6）5未記入

（7.5）245年未満

看護師経験年数
（51.7）1665～16年
（40.5）13017年以上
（0.3）1未記入



また，その部署の主たる診療科は，内科系に

勤務している回答者が115名（35.8％），外科
系に勤務している回答者が106名（33.0％）
であり，ほぼ同様の割合であった（表2）。

　桓 　現在勤務している部署における経験年数
に関しては，1年未満が60名（18.7％），1～
3年 が129名（40.2％），4～10年 が116名
（36.1％），11年以上が16名（5.0％）であっ
た（表2）。

　棺　 抗がん剤の取り扱い頻度に関しては，「日
常的に取り扱っている」との回答者が210名
（65.4％）であった（表2）。

　款　点滴・静脈内注射で投与される抗がん剤の

調合に看護師がどの程度関与しているかにつ

いては，「すべて薬剤部（あるいは相当する部

署）で行っている」という回答が108名
（33.6％）であり，一方，「原則として薬剤部
で行っているが，自分でも行う場合もある」

あるいは「日常，調合は自分で行う」といっ

た看護師が抗がん剤の調合に関わっていると

いう回答が約57％を占めた（表2）。尚，その
他の内容としては，「医師が行う」「直前溶解

や安定性の悪いものは医師が行うが，時に看

護師が行うこともある」などが挙げられてい

た。看護師としての経験年数が5年未満と5
年以上の回答者において，「抗がん剤取り扱い

頻度」，「抗がん剤調合の有無」を変数として

χ2検定を行ったが，有意差は得られなかった。

 2 ） 勤務部署での抗がん剤の取り扱いマニュアル
の有無や調合場所の清掃，抗がん剤による汚染

物やリネン類の取り扱いについての調査では，

　敢　「抗がん剤取り扱いマニュアルが完備され

てない」とした回答者が70名（21.8％）であっ
た（表3）。

　柑　抗がん剤取り扱いマニュアルがあると回答

した249名にそのマニュアルの内容を確認し
ているかどうか，聞いたところ，「確認してい

ない」とする回答者が48名（19.3％）あった
（表5）。この抗がん剤取り扱いマニュアルの
内容確認の関連要因をχ 2検定にて解析した

ところ，抗がん剤取り扱いマニュアルを「確

認している」「確認していない」において，以

下の項目で有意差が見られた。即ち，病床数

が大きくなるにつれて，経験年数5年以上，
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表2　回答者の勤務・職場状況と抗がん剤取り扱いの実態(1)

n＝321
（％）回答数分　　　　　　　　類項　　　目

（13.1）42250床未満

病 床 規 模
（34.6）111250～450床未満
（50.5）162450床以上
（1.9）6未記入

（87.5）281病棟

勤 務 部 署 （11.8）38外来

（0.6）2その他

（35.8）115内科系

診 療 科

（33）106外科系

（24.3）78混合

（3.1）10その他

（3.7）12未記入

（18.7）601年未満
現 部 署 勤 務
経 験 年 数

（40.2）1291～3年
（36.1）1164～10年
（5.0）1611年以上
（65.4）210日常的に取り扱っている

抗 が ん 剤
取り扱い頻度

（19.3）62稀に扱っている

（15.3）49殆ど扱っていない

（33.6）108全て薬剤部で行っているため，自分で行うことはない

看護師調合の
有 無

（37.4）120原則として薬剤部で行っているが，自分で行う場合もある

（19.9）64日常，調合は自分で行う

（9.0）29その他



抗がん剤を日常的に取り扱っている，抗がん

剤曝露の危険性や対応策などの教育を勤務部

署で実施している病院に勤務している，また

同様の教育を院内で実施している病院に勤務

している，抗がん剤の副作用を理解している

とした回答者は有意にマニュアル内容の確認

をしているという結果であった（表5）。
　桓　抗がん剤を自分で調合する機会があると回

答した184名に調合場所の清掃頻度や方法，
係を聞いたところ，調合毎に清掃を行うとい

う回答が101名（54.9％）と最も多かった。
その清掃方法はアルコール清拭が141名
（76.6％）と多く，その清掃の係は調合担当の
看護師が142名（77.2％）であった。尚，清
掃方法に関しては少数例として，「調合場所に

シートを敷き，その都度処理している」との

回答もあった（表3）。
　棺　抗がん剤による汚染物（抗がん剤が直接付

着したガーゼや綿球，抗がん剤投与後48時間
以内の患者の体液や排泄物，およびそれらが

付着したオムツやリネン類など）について，

どのように取り扱っているかを聞いたところ

では，抗がん剤が直接付着したガーゼや綿球

などの廃棄物を他の一般廃棄物と区別して廃

棄している回答者は区別していない回答者と

ほぼ同じ割合であったが，「区別している」と

回答した内で，その廃棄物を密封して対処し

ているという回答は，約77％あった（表3）。
ただし，その廃棄物に抗がん剤の汚染物と分

かるように表示を行っているのは27名
（18.1％）のみであった。尚，抗がん剤の汚染
物が含まれた廃棄物を部署から搬出する担当

は，ゴミ収集専用の業者が約8割を占めてい
た（表3）。

 3 ） 抗がん剤投与後48時間以内の患者の排泄物
の取扱いを「防御策を実行する時間」として対

処しているかの質問には，全体で8割以上の回
答者が対処していないと答えた（表4）。同様に
抗がん剤が投与された患者の排泄物で汚染した

オムツをどのような経路で廃棄しているかにつ

いての質問に対しては「他のものと同じ経路で

廃棄している」が全体で8割以上であった（表4）。
また，抗がん剤が投与された患者の体液や排泄

物が付着したリネン類を他の使用済みのリネン

類と分別して明示しているか質問したところ，

全体で248名（77.5％）の回答者が「表示して
いない」と答えた（表4）。

４ ． 抗がん剤の曝露経験について

 1 ） 抗がん剤による曝露の経験があるか聞いたと
ころ，「ある（41.4％）」と「ない（43.9％）」が
ほぼ同様の回答であった（表6）。

 2 ） 具体的な曝露の状況の自由記載において，そ
の内容を場面別に分類すると，「調合時」「点滴

交換時」「与薬時」「処置時」「その他」に分けら

れた。その中でも，「調合時」「点滴交換時」の

事例の記載が比較的多く，それらの曝露内容は

直接付着したとするものが目立った。また，バ

リアプロテクションをしていても装着していな

い部位への曝露している事例や突然の状況下で

バリアプロテクションの装着が出来ずに曝露し

ている事例が挙げられていた（表6）。
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表3　回答者の勤務・職場状況と抗がん剤取り扱いの実態(2) 

（％）回答数分　　　類項　　　目

（77.6）249有マニュアルの
有 無
n=321

（21.8）70無

（0.6）2未記入

（54.9）101調合毎

清 掃 頻 度
n=184

（17.4）32勤務帯毎

（2.7）51日2回
（17.9）331日1回
（6.0）11その他

（1.1）2未記入

（10.3）19アルコールスプレー噴霧

清 掃 方 法
n=184

（76.6）141アルコール清拭

（3.3）6アルコール清拭後に水拭き

（9.8）18その他

（77.2）142調合を行った看護師

清 掃 係
n=184

（7.1）13清掃担当の看護師

（11.4）21その他

（4.3）8未記入

（46.4）149区別する他の廃棄物との
区 別
n=321

（49.2）158区別しない

（4.4）14未記入

（76.5）114密封する廃棄物の密封の
有 無
n=149

（22.8）34密封しない

（0.1）1未記入

（18.1）27表示してある抗がん剤専用棄
物 容 器 の 表 示
n=149 （81.9）122表示していない

（0.4）6廃棄担当の看護師

廃 棄 物 の
搬 出 の 係
n=149

（0.3）5気がついた看護師

（79.9）119ごみ収集専用の業者

（11.4）17その他

（0.1）2未記入



５ ． バリアプロテクションついて

　抗がん剤の調合・与薬時や排泄物取り扱い時，

リネン類取り扱い時におけるバリアプロテクショ

ンの実施状況についての調査では，　グローブと

マスクはどの場面においても装着されているもの

の，二重グローブの装着は極めて低くかった（図

2）。また，与薬時には比較的各種の装着がされて
いるのに対し，排泄物取り扱い時やリネン類取り

扱い時においてはそれらの装着が低くなる傾向が

見られた。とくにリネン類取り扱い時において，

「特にしていない」という回答者が22.4％であった。
この与薬時，排泄物取り扱い時，リネン類取り扱

い時におけるバリアプロテクションの状況をχ 2

検定にて解析したところ，ゴーグルやキャップに

おいて与薬時よりも排泄物取り扱い時，リネン類

取り扱い時の方が有意に装着されていなかった

（図2）。

６ ． 抗がん剤に関する教育

　抗がん剤による曝露の危険性や対応策などにつ

いての教育を卒業した養成機関や勤務部署，病院

内で受けてきたかどうか，また，新しい抗がん剤

を使用する際に説明会や研修会などが行われてい

るか，さらに現在取り扱っている抗がん剤の副作

用を理解しているかについての調査では，

 1 ） 卒業した看護師養成機関で教育を「受けてい
ない」とする回答者が236名（73.5％）を占め
た（表7）。

 2 ） 現在勤務する部署において教育を受けたかど
うかについては，「受けた」とする回答者が214
名（66.7％）であり，病院全体で教育を受けた
かどうかについては，「受けた」とする回答者が

198名（61.7％）であった（表7）。
 3 ） 新しい抗がん剤を使用する際に，説明会や研
修会などが行われているかどうかについては，
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表4　回答者の勤務・職場状況と抗がん剤取り扱いの実態(3) 

n＝321
（％）回答数分　　　　　　　類項　　　　　目

（14）45対処している
抗がん剤投与48時間
防護策実行時間としての対処

（82.6）265対処していない

（3.4）11未記入

（81.3）261他のものと同じ経路で廃棄
抗がん剤投与患者のオムツ
廃棄経路

（9.7）31他のものとは分けて廃棄

（9.0）29未記入

（10.9）35表示している

抗がん剤汚染リネン類の
分別表示

（77.5）248表示していない

（7.8）25わからない

（4.0）13未記入

表5　抗がん剤取り扱いマニュアル内容確認とその関連要因

（％）回　答　数分　　　類項　　　　　　　目

（62）199確認している
マニュアルの内容確認の有無
n=249 （15）48確認していない

（23.1）2未記入

p値確認していない確認している抗がん剤取扱いマニュアル内容確認

0.003（4.3）2（10.7）21250床未満
病床数
n=243 （59.6）28（32.7）64250～450床未満

（36.2）17（56.6）111450床以上
0.025（16.7）8（6.6）135年未満看護師経験年数

n=246 （83.3）40（93.4）1855年以上
＜0.001（47.9）23（75.4）150日常的抗がん剤取り扱いの頻度

n=247 （52.1）25（24.6）49日常以外

＜0.001（45.8）22（81.8）162受けた職場教育
n=246 （54.2）26（18.2）36受けていない

＜0.001（46.8）22（76.9）150受けた病院教育
n=242 （53.2）25（23.1）45受けていない

＜0.001（47.7）21（82.1）161理解している抗がん剤の副作用
理解の程度n=240 （52.3）23（17.9）35理解していない

χ 2検定（　）は％
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表6　回答者の曝露経験とバリアプロテクション

（％）回　答　数分　　　類項　　　　　　　目

（41.4）133有

抗がん剤による曝露経験の有無
n=321

（44.0）141無

（12.1）39わからない

（2.5）8未記入

具 体 的 な 事 例件数曝 露 場 面

バイアルから針を抜く時，液が噴出し手・白衣についた

41調合時の曝露 バイアルから飛び散り顔にかかった（マスク，ゴーグルをしていない部分）

点滴ルート内の気泡を抜く際，手袋を着けていたが破れて手に付着した

ボトルに挿してある針を抜く時に飛び散った

17点滴交換時の曝露
急いで点滴追加しようとし，素手で取り扱った

抗がん剤の点滴を追加するとき，ルート内の気泡を抜こうとして三方活栓
から流れ出た薬液が酒精綿を通して素手に触れた

ポート針から漏れた時，指に触れた

9与薬時の曝露

ルートを満たしている際，手に直接付着した

最初にルート内を流す時，チューブ先端の液が衣服に付いた

側管が終わり，取り外そうとした時，エプロンに垂らした。抜針時，手に
ついた

処置時アンギオ中MMCなどが顔にはじけたことあり
2処置時の曝露 腹腔内のポートより注入する際の医師の手技中に注射針が外れ周囲に飛
び散った

使用済みアンプルを床に落とし，足に液が跳ね返った。

2その他 抗がん剤投与中に輸液セットの接続が外れてしまい，シーツに薬液が付着
しており，そのシーツを直接手で触った。

***p<0.001

***

***

図2 　与薬，排泄物（48時間以内），リネン類取扱い時のバリアプロテクション



「ない」とする回答者が128名（39.9％）であっ
た（表7）。

 4 ）  現在，取り扱っている抗がん剤の副作用を理
解しているかについては，「あまり理解していな

い」とする回答者は84名（26.2％）であった
（表7）。

７ ． 抗がん剤に対するイメージ

　五十嵐の先行研究 17）に準じて，抗がん剤に対す

るイメージについての調査も行った。具体的には，

｢怖い｣「有害」「毒薬」「細胞毒性」「催奇形性」

「発がん性」「被曝（曝露）」の8項目について，
「とても思う」「思う」「どちらでもない」「思わな

い」「全く思わない」のいずれかを選択してもらい，

その結果をスコア化して（「とても思う」～「全く

思わない」を5・4・3・2・1点として）集計した。
その結果，いずれの項目についても平均値は4.0～

4.5点であり，高い値をしめした（図3, 4）。また，
各イメージ間相互の相関をSpearmanの順位相関
係数で解析したところ，すべての項目間で有意な

相関が見られたが，特に「有害」と「毒薬」，「有

害」と「細胞毒性」，「毒薬」と「細胞毒性」，「細

胞毒性」と「催奇形性」，「細胞毒性」と「変異原

性」，「催奇形性」と「変異原性」，「発がん性」と

「変異原性」では強い相関が見られた（表8）。こ
れらの関係を総括すると，「怖い」「有害」「毒薬」「細

胞毒性」という漠然としたイメージを持つ群と「催

奇形性」「発がん性」「変異原性」「被曝（曝露）」

という具体的なイメージを持つ群に分かれる傾向

が示された。

　また，これらの抗がん剤に対するイメージ8項
目と抗がん剤曝露の経験の有無で関連があるか

Mann-Whitney U-検定を用いて解析したところ，
抗がん剤による曝露経験のある回答者の方が曝露
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表7　抗がん剤に関する教育

n＝321
（％）回答数分　　　類項　　　目

（24.9）80受けた
養成機関における
教育

（73.5）236受けない

（1.6）5未記入

（66.7）214受けた
現在勤務している職場
における教育

（33.0）106受けない

（0.3）1未記入

（61.7）198受けた
現在勤務している病院
における教育

（36.4）117受けない

（1.9）6未記入

（55.1）177ある
新しい抗がん剤使用に
際する説明会・研修会

（39.9）128ない

（5.0）16未記入

（5.3）17確実に理解している
現在使用している抗が
ん剤の副作用に対する
理解の程度

（66.0）212殆ど理解している

（26.2）84あまり理解していない

（2.5）8未記入

表8　抗がん剤イメージの相関

被曝
(曝露)

変異
原性

発が
ん性

催奇
形性

細胞
毒性

毒薬有害怖い

0.552***0.343***0.419***0.382***0.500***0.485***0.599***怖 い

0.656***0.566***0.578***0.538***0.755***0.769***有 害

0.589***0.539***0.511***0.606***0.775***毒 薬

0.576***0.700***0.601***0.711***細 胞 毒 性

0.561***0.742***0.693***催 奇 形 性

0.514***0.726***発 が ん 性

0.474***変 異 原 性

被曝（曝露）

***p<0.001（網かけは特に強い相関）Spearmanの順位相関係数



経験の無い回答者よりも「有害」「毒薬」「細胞毒

性」「変異原性」「被曝（曝露）」というイメージに

おいて，有意に高いスコアを示した（図5）。

 考 察

１ ． 調査の妥当性について

　平成21年度の山形県内の一般病院は57施設で

あり，今回調査の協力が得られた14病院はその約
4分の1であるが，一部を除き山形県内各医療圏の
中核病院のほとんどが含まれ，本県の抗がん剤治

療の実態を調査する対象施設としては妥当と思わ

れた。さらに回答者の属性からは年齢や経験年数

に大きな偏りがなく，年齢では30代を中心に，経
験年数では5年目以上の中堅からベテランの範囲
にある看護師を中心とし，抗がん剤の取り扱いに

対しては日常的に取り扱っているとする回答者が

65.4％を占めており，看護師における抗がん剤の
取り扱いの実情を十分反映するものと考えられた。

２ ． 山形県における看護師による抗がん剤調合

と抗がん剤取り扱いマニュアルの実態

　今回の調査では，抗がん剤の調合に看護師が関

わっているとした回答が57％あった。2001年の石
井らの調査 8）では，「抗癌剤混合調製などの準備は

病棟が88.3％で最も多く，薬剤部が6.5％」であり，
2003年の調査 18）では「病棟が62％で最も多く，
薬剤部が12.0％」であった。また，2006年の日本
病院薬剤師会による全国の市立病院や法人病院を

対象とした調査19）では86％の施設で薬剤師以外の
医療従事者が調剤に関わっていると報告している。

今回の調査は施設別の調査ではなく，これらの結

果と一概には比較できないが，五十嵐らのがん化

学療法認定看護師が所属する施設での看護師を対
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(人)

(点)
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象とした実態調査 17）では，看護師の64.5％が抗が
ん剤の調剤を行っていると報告されており，幾分

その割合は少なくなっているようではあるが，未

だ看護師が抗がん剤の調合に関与していることが

示された。今回の調査における抗がん剤による曝

露経験の具体的内容においても，調合時に直接薬

液が触れたという事例が多いことから，調合は曝

露の危険性が高いことが確認された。抗がん剤の

調合は安全な作業環境で実施されることが必要と

され，米国においては，安全キャビネット内で行

うことが求められている6,7）。日本においては，2004
年に日本看護協会が示した「看護職場における労

働安全衛生ガイドライン」11）で安全キャビネット

の設置が望ましいとされており，安全キャビネッ

トがない場合でも「換気装置と流し台があること

や他の薬剤を調整・準備する台から離れた，人通

りのない場所が望ましい」20-24）と記載されている。

それは抗がん剤がエアロゾルとなって大気中に浮

遊し，曝露する危険性が指摘されているからであ

る。この点からも，病棟などでの抗がん剤の調合

には問題が多いと思われる。抗がん剤の調合は安

全キャビネットやそれに相当する機器が完備され

ている部署で行われる必要があり，調合の際のバ

リアプロテクションの徹底も重要となる。従って，

薬剤部あるいはそれに相当する部署で，抗がん剤

に関する知識やその作業手順を習得した薬剤師な

どによって，適切に行われるような体制を構築す

ることが必要であろうと思われる。

　2001年の全国313施設939名の看護師を対象と
した石井らの調査 8）では抗がん剤の取扱いに関す

るガイドラインまたはマニュアルが「ある」と回

答した看護師が9.8％，「ない」と回答した看護師
が65％であった。また，2003年の同じ病院での看
護部長を対象とした調査 18）でも，抗癌剤取扱いガ

イドラインまたはマニュアルの設置は18.7％で
あった。石井らはこれらの結果を踏まえ，より具

体的な方法が示されたマニュアルを早急に作成す

る必要があると提言している。今回の調査では，

抗がん剤取り扱いマニュアルを完備しているとし

た回答者が全体の77.6％であるが，完備していな
いとする回答者が21.8％いることから，山形県に
おいては抗がん剤の取り扱いに関するマニュアル

の整備がすすんではいるもののさらにその徹底を

はかる必要があると思われた。また，福田ら 25）は

化学療法に対する看護師の不安に対して，改善策

としてマニュアルなどの作成や活用を行った結果，

不安度が減少したと報告している。このことから

も抗がん剤の取り扱いに関するマニュアルの整備

は看護師の安全と安心を確保するためには必要不

可欠なものであることが分かる。

　抗がん剤の取り扱いに関するマニュアルの内容

確認に関する調査においてもマニュアルが完備さ

れているとした回答者の約80％は実施している
ものの，経験の浅い5年未満の回答者が確認して
いない実態が示された。その原因はあきらかでは

ないが，日常の勤務に追われ，マニュアルを確認

する時間的余裕がないことや勤務部署でのマニュ

アル徹底の教育が十分浸透していないことが考え

られる。これらの結果から，抗がん剤取り扱いマ

ニュアルの内容確認に関する指導・教育を行うに

当たっては5年未満の新任期の看護師を重点的に
実施していく必要があると思われた。また，抗が

ん剤取り扱いマニュアルの内容確認において，抗

がん剤による曝露の危険性や対応策などの教育を

勤務部署や病院で実施されている病院に勤務する

看護師の方が実施されていない病院に勤務する看

護師よりも有意に確認していることからも，卒後

教育として，抗がん剤曝露の危険性や対応策など

の教育を継続・強化していくことが重要であるこ

とも示された。本調査で得られた抗がん剤による

曝露事例では，調合時や点滴交換時などに曝露し

たことや緊急要件のためバリアプロテクションを

充分装着できない状況で抗がん剤の取り扱いを

行ったことから曝露した内容が挙げられていた。

抗がん剤取り扱いマニュアルにおいては，このよ

うな場面で曝露防御行動に繋がるようにこれまで

に起こった具体的な場面や状況，さらに起こりう

る場面を想定して，策定・完備していくことがそ

の活用につながるのではないかと考えられた。

　

３ ． バリアプロテクションの実施状況

　これまでも抗がん剤を取り扱う医療従事者の職

業性曝露の危険性やその予防の必要性は様々な形

で検討され，最も早いものとしては1970年代に，
Falck et al26）ががん病棟に勤務する看護師の尿から
変異原性物質が検出され，流産や奇形児発生の危

険性があることを報告している。また，Norppa et 
al27），Waksvik et al28），Barale et al29）は抗がん剤を
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取り扱う看護師の染色体異常が対照と比較して有

意に増加していることを報告している。さらに，

Ladik et al30），Kolmodin-Hedman et al31）は薬剤師に
おける抗がん剤の影響を報告している。これらの

報告は主に，抗がん剤の種類が少ない年代で，尿

中の変異原性物質の濃度などを測定し，さらに末

梢血液のリンパ球の染色体異常などの出現頻度と

の関連を調査したものであったが，近年は使用さ

れる抗がん剤の種類や濃度が著しく増加し，その

作用も多様になってきており，その影響について

の単一のモニターリングは難しいことから，質問

紙調査などによる健康調査が行われるようになっ

てきており，Krstev et al32），Shortridge et al33）は抗が
ん剤を取り扱う看護師に抜け毛，皮疹，立ちくら

み，あるいは月経不順などの自覚症状や兆候が出

現することを報告している。また，抗がん剤の取

り扱いと看護師の流産や奇形児の出産に関するい

くつかの調査・研究も報告されている34,35）。一方，我

が国では，欧米にくらべると，このような医療従

事者における抗がん剤の「職業性曝露」や健康へ

の影響についての調査・研究やその対策への取り

組みは著しく遅れ，1990年代になってはじめて海
外の取り組みの紹介がなされはじめ，2000年代に
なって，ようやくまとまった調査がされはじめた
2,17,19）。

　これらの調査・研究に基づいて，現在策定され

ている抗がん剤の安全な取り扱いに共通する原則

は，以下の4点に集約される。即ち，①抗がん剤
の人体への侵入経路は経気道，経皮膚，経口腔で

あり，これらの経路に関わる曝露や吸入をさける

ことによって，その侵入を防ぐ。そのためにいわ

ゆるバリアプロテクションを講じる必要がある。

②バリアプロテクションに必要なものは，適切な

素材のグローブ，マスク，ガウン，ゴーグル，キャッ

プであり，さらに汚染の拡散をふせぐために，作

業シートや密閉式廃棄物容器も必要とされる。③

抗がん剤の混合や調整には，抗がん剤の曝露の防

止とともに，感染防止や無菌操作の上からも，安

全キャビネットなどの設置が不可欠である。④抗

がん剤の危険性やその適切な取り扱いについての

十分な教育や説明が必要である。

　これらのことからも抗がん剤の取り扱いに関し

て，バリアプロテクションの徹底が抗がん剤曝露

による健康被害の低減に大きな意味を持つことが

わかる。とくに，点滴・静脈内注射などでの抗が

ん剤の与薬をする際の曝露防護対策（バリアプロ

テクション）での，グローブ・マスク・ガウン

（必要時ゴーグル）の装着 20-24）や，抗がん剤は投与

後48時間以内に尿中に排泄するものが多いこと
から，それまでを「防護策を実行する時間」とし

て対処することが重要である 20-24）。さらに，患者

の便，唾液，汗などからも微量ながら排泄されて

いることも指摘されており 24），抗がん剤投与後48
時間以内の排泄物や抗がん剤で汚染されたリネン

類の取り扱いに対しても対応が必要であるが，ま

だ，欧米のような明らかな対処方法が確立されて

おらず，その場面においてのバリアプロテクショ

ンについても曖昧である。

　実際の臨床の場面では，感染予防対策からも個

人防護用具PPE（Personal Protective Equipment）の
徹底が指示されており，看護師の自己防護として

の認識は高いと思われ，バリアプロテクションと

して実施されていなくても，防護対策はある程度

徹底している結果が得られると予測された。しか

し，今回の調査では，与薬時においては比較的グ

ローブやマスクの装着はされており，それ以外の

装具においても他の場面よりも装着されているも

のの，抗がん剤による曝露を防止するためには，

上述したようにバリアプロテクションを確実に徹

底しなくてはならないことが実感された。とくに，

本調査の抗がん剤による曝露事例の中でも与薬時

や点滴交換時に直接手に付着した事例や手袋が破

れていて付着した事例が記載されていることから

も二重グローブの装着の徹底が求められるが，ど

の場面においても二重グローブの装着は極めて低

い結果であった。また，与薬時と比べ，排泄物や

リネン類を取り扱う際にはゴーグルやキャップも

有意に装着されていなかった。看護業務において

排泄物やリネン類の処理は予定している以外にも

起こることが多く，排泄物の飛沫やリネン類に漏

れた抗がん剤による曝露などの危険性があること

から，バリアプロテクションを徹底した上で排泄

物やリネン類などの処理を実施する必要がある。

　抗がん剤による汚染物は，抗がん剤が付着して

いる可能性のある物品と共に分別，密封して有害

廃棄物としての取り扱うことが薦められてい 
る 20-24）。しかし，本調査の結果では，抗がん剤が

直接付着したガーゼや綿球などの廃棄物が全体で
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46％程度しか分別されていなかった。また，その
表示に関しても有害廃棄物と分かるような表示が

求められているが，約18％でしか行われていな
かった。このことからも，抗がん剤の曝露を防ぐ

ためにも抗がん剤の調合のみならず，汚染物の取

り扱いも徹底していく必要性があると思われた。

　

４ ． 抗がん剤に関する教育

　本調査において，抗がん剤による曝露の危険性

や対応策などについての教育を卒業した養成機関

では「受けていない」とする回答者が約74％で
あった。また，他の報告 36，37）でも，これまでの看

護基礎教育において抗がん剤による曝露に関する

教育は，不十分であったと記載されている。この

ような結果から，看護基礎教育において早期から

抗がん剤による曝露の危険性やその対応策などの

教育を実施していくことが重要であると思われる。

　看護師は常にその部署において用いられている

薬剤のみならず，その他の処置や検査などの手順

についても掌握しておかなくてはならない。しか

し，勤務部署のローテーションが多いことから，

確実にそれらの知識を得ておくことは難しい。今

回の調査において，新しい抗がん剤を使用する際

に，説明会や研修会などが行われているかどうか

聞いたところ，「ない」とする回答が約4割あった。
また，現在取り扱っている抗がん剤の副作用理解

の程度では，「確実に理解している」との回答は僅

か5.3％であり，「あまり理解していない」回答者
が約3割を占めた。新たな抗がん剤の導入が相次
ぎ，さらに多種多様な抗がん剤の取り扱いを要求

される現在の臨床の場面では，その把握は困難な

状況にあると考えられる。しかし，適切な知識を

持ち，正確に取り扱うことによって，抗がん剤に

よる曝露の危険性や健康被害は低減できる。その

ためにも個人の学習だけで対処するのではなく，

病院や勤務部署においての新たな抗がん剤の説明

会などを実施し，さらに抗がん剤による曝露の危

険性や対策についての教育も実施していくべきで

あろう。

　

５ ． 抗がん剤に対するイメージ調査について

　抗がん剤に対するイメージ調査では，五十嵐 17）

の先行研究に類似した分布が得られた。しかし，

看護師の持つ抗がん剤に対するイメージは一定な

ものであるのか，あるいは山形県の地域性からこ

のような結果となったのか，また，その抗がん剤

に関するイメージにどのようなことが影響してい

るのか，さらなる調査が必要であると思われる。

　抗がん剤に対するイメージ8項目の項目相互の
相関解析からは，「怖い」「有害」「毒薬」「細胞毒

性」という漠然としたイメージを持つ群と「催奇

形性」「発がん性」「変異原性」「被曝（曝露）」と

いう具体的なイメージを持つ群に分かれる傾向が

見られた。即ち，抗がん剤をとりあつかう看護師

は全体としてその危険性を認知してはいるものの

その具体的な危険性を理解するものと抽象的な危

険性を感覚的にとらえているものがいる可能性が

示唆された。抗がん剤は取り扱う医療者にとって

健康被害を引き起こす可能性のある薬剤であるた

めに，それを取り扱う場合には慎重な態度が必要

であり，危険性を充分認知した行動を行うことが

大切であり，「怖い」「有害」「毒薬」などのイメー

ジを持つことは重要であるが，過度の恐怖心や物

怖じはかえって誤った使用や事故の原因となりか

ねない。適切な知識を有し，安心して取り扱うこ

とが重要かと思われる。　今回の調査で抗がん剤

に対するイメージと抗がん剤による曝露経験の有

無に対して有意な関係が見られた。すなわち，こ

のような抗がん剤に対するイメージの調査が，抗

がん剤による曝露の実態や抗がん剤取り扱いの実

態を知るための一つの手段となりうるとも考えら

れた。今後より多くの対象の調査・研究によって，

このようなイメージ調査の有効性やその意義が検

証されることが望まれる。
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 要 旨

目　　　的：山形県における看護師の抗がん剤の取り扱いの実態を明らかにし，医

療従事者の抗がん剤職業性曝露による健康被害やその対策を考える上

での基礎資料とする。

方　　　法：山形県内14病院の看護師を対象とした自作の自記式質問紙を用いた
調査。項目には属性，勤務・職場状況，教育，バリアプロテクション

と曝露の実態，抗がん剤に対するイメージ調査が含まれ，回答につい

ては，統計的に解析した。

結果・考察：321名から回答を得た（回答率57.8％）。41.4％に抗がん剤曝露の経験
があり，調合時や点滴交換時の事例が多く，このような機会での対応

の重要性が示された。回答者の57％が抗がん剤の調合に関わっている，
約20%に取り扱いマニュアルが完備されていない，マニュアルが完備
されていてもその20%は内容未確認であるなどの実態も明らかに
なった。バリアプロテクションに関しては，二重グローブ，ゴーグル，

キャップの装着の不備，排泄物やリネン類の取り扱い時における不徹

底が示された。イメージ調査では，漠然としたイメージをもつ群と具

体的なイメージをもつ群に分かれる傾向があり，曝露経験のある人に

「有害」「細胞毒性」のイメージを持っている人が多かった。山形県に

おいては，看護師による抗がん剤の取り扱いに対する対応は十分とは

言えず，潜在的な抗がん剤による曝露の危険性が示唆された。

キーワード：山形県，看護師，抗がん剤，質問紙調査，バリアプロテクション


